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Straight away 
 

IFRS bulletin from PwC 

21 November, 2012  IASB と FASB が収益に関するいくつかの主な未決の 
論点について決定する  

最新の動向 

国際会計基準審議会（IASB）および米国財務会計

基準審議会（FASB）（以下、「両審議会」）は、収益

認識に関する11月の会議において、以下の項目に

関する論点について決定に至りました。 

 変動対価の収益認識の時期 

 回収が見込まれない金額の表示 

 ライセンス 

両審議会の決定は暫定的なものであり、変更される

可能性があります。今後、以下を含むその他の主要

な論点について再審議が予定されています。 

 取引価格の配分 

 契約コスト 

 開示 

 経過措置 

 
主な決定事項は？ 

変動対価の収益認識の制限 

両審議会は、変動対価に対する収益を認識すべ

き時期にかかる制限の目的を明確にすることに合

意しました。企業は、履行義務が充足されるにつ

れて、将来、重要な収益の戻しがないと企業が確

信する金額に限定して、収益を認識しなければな

りません。企業は、類似の種類の履行義務の経

験を評価し、その経験に基づき、認識された収益

の累積額について、将来期間において重要な戻

しがあると見込まれないかどうかを判断しなければ

なりません。両審議会は、この制限を適用すべき

場合について、2011年公開草案で提案されてい

る指標を保持することを決定しました。 

両審議会は、2010年公開草案で提案されたように、

取引価格の測定にこの制限を適用することを決定し

ました。これにより、取引価格を配分した後の認識額

に別個の制限が設けられるのではなく、取引価格を

決定するときに、変動対価に対する収益認識が制限

されることになります。両審議会は、制限がどのよう

に適用されたかかかわらず、認識する収益の金額お

よびタイミングは同じになると考えています。しかし、

この変更によって意図せぬ結果が起こるかについて

検討するようスタッフに指図しました。 

 

回収可能性 

両審議会は、企業は顧客からの受取債権の当初お

よび事後の減損を、重要性のある範囲で、包括利益

計算書における別個の表示科目に費用として表示

しなければならないことに合意しました。この表示科

目は、売上総利益の下に表示しなければならず、

2011年公開草案で提案されていた、収益に隣接す

る科目での表示とは異なります。この金額を包括利

益計算書上に表示せずに、財務諸表の注記で開示

することはできません。この決定は、重要な財務要素

を伴う契約かどうかにかかわらず、すべての顧客との

契約に適用されます。 

両審議会は、両審議会が提案している支配に基づく

モデルと整合しないため、回収可能性を収益認識の

閾値にすべきではないとする2011年公開草案にお

ける提案を確認しました。 
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ライセンス 

両審議会は、ライセンスが権利を提供する約束であ

り、一時点で顧客に移転する場合もあるが、ライセン

スは企業の知的財産へのアクセスを提供する約束で

あり、一定の期間にわたり顧客に便益を移転する場

合もあると決定しました。ライセンスの性質および契

約の経済的実質に応じて会計処理を決定する際に

有用な指標が提供される予定です。 

ライセンスの移転による収益を一時点で認識すべき

か、または一定の期間にわたり認識すべきかに関し

て、当初、両審議会では意見が分かれていました。

上記に概略した両審議会で合意されたアプローチ

は、ライセンスの会計処理には「（ひとつの方法がす

べてに当てはまる）万能策」のアプローチはないとい

う審議会の認識に基づいた妥協案です。両審議会

は、ライセンスが一時点で移転する場合、またはアク

セスを提供する場合のガイダンスを提供する指標を

要求しました。両審議会は、当該ガイダンスは実務

に適用可能なものであり、類似する取引に首尾一貫

した会計処理をもたらす必要がある、というコメントも

述べています。審議会メンバーは、これを達成する

のは難しいということを認識しています。 

 

 

 

 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

国際財務報告基準（IFRS）と米国会計基準（US 

GAAP）の両基準の下で類似する取引については、

同一の原則が適用されるため、収益認識についてコ

ンバージェンスは達成される見込みです。収益基準

のガイダンスを適用する前に、当ガイダンスが他の

基準を参照することを要求している範囲では、引き

続き相違が生じる可能性があります。 

 

影響を受ける企業は？ 

当基準案は、IFRSまたはUS GAAPを適用するほとん

どの企業に影響を与えます。現在、業界別ガイダン

スに従っている企業は、最も影響を受けると予想さ

れます。 

 

提案されている発効日は？ 

PwCは、最終基準の発効日は2015年より早くなること

はないと予測しています。 

 

次のステップは？ 

両審議会のスケジュールによると、最終基準は2013

年上半期に公表される予定です。両審議会は今後

数カ月にわたって再審議を継続させ、一部のより重

要な変更について対象を絞ったアウトリーチを実施

する予定です。 
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